
特定非営利活動法人アジア・チャイル ドケア・ リーグ 役員報酬規程

(目 的)

第 1条 本規程は、特定非営利活動法人アジア・チャイル ドケア・ リーグの理事ならびに監事 (以下「役

員」という)の報酬の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 本法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は支給しない。ただし、旅費等の実費は支

給することができる。

(補則)

第 3条 本規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附則

本規定は、2015年 11月 17日 から施行する。



特定非営利活動法人アジア・チャイル ドケア・ リーグ 職員給与規程

(目 的)

第 1条 本規程は、特定非営利活動法人アジア・チャイル ドケア・ リーグ (以下「本法人」という)の

職員に対する給与の支給について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、職員として採用された者に対して適用する。

(給与の定義)

第 3条 この規程で給与とは、労働の対価として職員に支払われるものをいう。

(均等待遇)

第4条 職員の国籍、信条、性別、または社会的身分を理由として、給与において差別的取り扱いをす

ることはない。

(勤務時間)

第 5条 職員の勤務時間は、7時間とし、始業時刻は9時 00分、終業時刻は 17時 00分 とする。

2 業務上必要がある場合には、前項の始業時刻および終業時刻を変更することがある。

3 休憩時間は、12時から 13時までの間とする。ただし、業務上必要がある場合には、休憩

時間を変更することができる。

(休 日)

第 6条 休 日は、次のとおりとする。

一 土曜日および日曜日

二 国民の祝日に関する法律 (昭和 23年法律第 178号)に規定する休 日

三 12月 29日 から翌年 1月 3日 までの日

四 その他特に本法人が指定する日

(時間外勤務)

第 7条 業務上特に必要がある場合には、第 3条第 1項に規定した勤務時間外の業務を命ぜられること

がある。

(年次有給体暇)

第 8条 年次有給休暇は 20日 間とする。

2 前項の体暇の未使用部は、翌年度に繰 り越すことができる。

(給与等)

第 9条 職員の給与は、基本給および時間外勤務手当 (深夜手当を含む)とする。

2 基本給は、理事長が別に定めるところによる。

3 勤務時間外に勤務させた場合の 1時間当りの時間外勤務手当は、次の各号に定めたとおり

とする。



一 基本給を 1月 の所定勤務時間数で除して得た額に 125ノ100を乗じて得た額とする。

二 深夜手当は、午後 10時から翌日の午前 5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に

支給するものとし、その額は、勤務 1時間につき、前号の 1時間当りの時間外勤務手当に

2ダ100を乗じて得た額とする。

4 欠勤に対する給与は支給しない。

5 賞与は、理事長が各職員の勤務状況、業績等を行動規範に照らして統合的に勘案し決める。

ただし、本法人の経営状況によつては、支給しないことがある。

6 退職金は支給しない。

(給与の支給方法等)

第 10条 給与は月の 1日 から起算し末日に締め切り、支給日は毎翌月 25日 とする。ただし、支給日

が金融機関の休日にあたるときは、その前日に繰り上げて支払う。

2 給与の支給方法は、職員が指定した銀行日座への振込みとする。

3 給与の支払時に、源泉所得税、住民税、社会保険料、その他必要と認められるもので職員

代表と協定したものを控除する。

(通勤費)

第 11条 通勤費は、通勤に要する経路の定期券相当額を支給する。

(退職)

第 12条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。

一 本人の都合により退職を申し出て本法人から承認されたとき。

二 年齢が満 60歳に達したとき。

三 本人が死亡したとき。

(解雇)

第 13条 職員が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。

職員としての能力を著しく欠くとき。

身体又は精神に著しい障害があるため、本法人の業務に耐えられないとき。

やむを得ない業務上の都合があるとき。

その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

(損害補償)

第 14条 職員が故意または重大な過失により、業務上本法人に損害を与えた場合は、職員は賠償の

責任負う。

(補則)

第 15条 本規程に定めのない事項および本規定の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附則

本規定は、2015年 11月 17日 から施行する。

一　
一
一　
一二

四



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に した

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

R2年 4月 1日 ～R3年 3月 31日法人名 特定非営利活動法人アジア・チャイルドケア・リーグ 事 業 年 度

金

雑収入・預金利子

パー トナー会員・個人会員会費収入

寄付金収入・寄付金

サポーター会員・個人会員会費収入

□

円

36,Oα)円

円

201,000円

120円

4,150,785円

収 益 源 泉 の 内 訳

円

円

円

円

円

円

円

計ノゝ
日

円

4,387,905円

収益の源泉別の明細

明細

な し

金    額借 入 先

円該当なし

円

円

円

円

円△
ロ 計

(3)その他



2 資産の議演等の内容に関する事項 [②資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の議渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金

該当なし

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内害に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生する取引
及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

らヽ第 までの取]: 口 役員等との取引]

(1}収益の生ずる取引の上位5者

{2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の規族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産 。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

2,201),αЮ 円 寄附金

400,αЮ 円 寄附金

300』00円 寄附金

1()(),∞0円 寄附金

卸Ю,αЮ 円 寄附金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 ,1 内 容 等

1(DO,676円 事務所携帯電話料金

80,(〕 63円 事務所固定電話料金

7■796円 CCI年会費

63,230円 事務所電気代

61,330円 ニュースレター印刷インク代

譲渡資産の内容等
餞 渡

年月日
餞 渡 価 格

法人 との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

円該当なし

円

円

円

円

円



ロ 目国 け □田 けを含む )

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

譲渡資産の内容等

該当なし

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附:者に関する事i項|[④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにそ 月 ]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

R2.11.5

コ12.12.18

R2.12.18

緊急台風災害小児が

ん患児・家族支援

病院入院患児への治
療支援費(緊急台風被

む)、 堅
=FI=ヨベ トナ

四四夏巨
=コ小児医師セッション

看餞セッション

ЫЮ,000円

1,27Q(■Ю円

1●30,000円

合   計 3,300,000円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

る事:項 〔⑦海外への送金又は金餞の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに7
]

金   額田 園実  施  日

7■795円

11,6tЮ 円

Q4Ю 円

嵌Ю,αЮ円

1,270,000円

費助会員年会費 :オラング (本部)

絣0ズ国際小児がん学会学術集会)2020参加費支援

緊急台風災害小児がん忠児。家族支援 Can●er

フ ィリピン)

ベ トナムでの医療福祉支援事業ならびに自立支援事

業のための支援費

参加費

ベ トナム医師

SIOズ国際小児がん学会
ACCL代表

R、2.6.12

R2.11.5

コt2.12.18

R2.8.24

R2.8.30

1580,αЮ 円R2.12.13
ベ トナム腱瘍学会 2020開催運営費 (小児医師セッシ
ョン′小児看護セッション)



書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係 |)

認定基準等チェック表  (第 3表) 【極ヨ】

イ

(注 1)

(注 2)

各欄D人脚口よ 第3表付衰1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③及凛Эこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

役員数

項  目

区  分

①

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②÷③

② ③

0人 0%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

④ ⑤

③

令和2年 4月 1日～

令和3年 3月 31日 4人

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

申 田 時
人

0人 0%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

法人名 特定非営利活動法人 アジア・チャイル ドケア 0リ ーグ

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1}役員及びその親族等

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出し貴二鋤 費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

(a

るヽこと、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

口 各社員の表決権が平等であること

/\ *ttl:au

わ 湘

○

α菫事ロ
・

…

ェック豪 ● 00:ム 麟

“

編 :颯
=づ

く自■〈饂 輌口籠口H出●D`開出囀:ヨ誨ても日鳳び澤

僣するあロポあります。その場合、_L“口a田いの

`口
まありません。

添付を省略することができます。

法第5条第1項に基づく書類 (役員輛酬層陽嘲日出書類)に配載した事項について、



項
口
日 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はし,ヽ

いいえ匝 コ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

回 ]

いいえ

はい

いいえ

は い はい

いいえいいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有・無 有 0無 有 。無 有・無 有・無

ハ

医墨菫コ

めて記職する必要はありません。

って:よ 法第騎条第1項に基づく書類

第3表 (りUD

|=配載した事項について、改

エ ツ

注 意 事 項記 載 要 領項    目

イの各欄 区分欄の「0～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況Jを記載して、口①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記しま・九

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載しま
‐
九

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員ゆ第○条に『各正会員の表決権は、平

等なものとする』と規定」のように記載します。

① 「会計について公日会計上力」腱■

法人の整奎を受けている」の1」塁い上

L」⊆■■」」LaLEE目重目田堕国番

豊L基32旦さい_

② 噌囀嗜麟の哺付け、取りゆ配晨及

び園日■印
"薦

蔵■鷹申告法雄 準

してイテってヽ るヽ」の_■笙コ1こ 【】_

Ll』國主E:LL』 コ」ヨまきピL』題廻腱墜

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①りについて:よ イに記載する各期間

(「③」から「①」)を示したもので九

ハの各欄

該当する一方を「○」で囲みますじ

なお、「③」から「①りについて:よ イに記載する各期間

(口③」から「①」)を示したもので九

二の各欄

〇 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますも なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできま・せ′仏



法人名
特定非営利活動法人
アジア・チャイル ドケア・ リーグ ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 4人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申睛に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ① ◎

:

申請時
|

就任・退任

年月日

渡邊 和代

井上 修一

竹内 正人

山岸 秀雄

理事長

理事

○

○

○

○

就任

平成17年

6月 3日

就任

平成22年

7月 1日

就任

平成30年

11月

25日

就任

平成17年

6月 3日

理事

監事

|



書式第 9号・ (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

"勲
園D

・ 『伝票又は帳簿名」欄は、例えば rス鵬市調u、「出鋤 、「振替伝票」、:硼金出納顔し、「機勘定元帳」などのように配載します。

・ 『左の帳簿等の形態」樹よ「単原し、町L″ズリーフ」、1磯T根簿』などのように記載します。
・ 『記帳の時期」欄は、暉詢時」、「毎日」、「―週間ごと」のよう|=配載します。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、1法第
"彙

第1項に基づく書類|(役員鋼酬規程簿提出■願Di=記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

特定非営利活動法人アジア・チャイルドケア・リーグ

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

エクセル (多桁式)使用

ルーズリーフ
都度 永久



4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支綸に関して特別の利益を与えないこと、

法.人名 特定非営利活動法人アジアロチャイルドケアロリーグ わ 湘

⌒
ヽノ

役購 又殴 欝 が支配する法人

と当法人との間の資産の醸渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補渚若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のう

あること

0%以上で

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

=コ
⑤ ◎ ① ◎口

日項 ④

有・ 無 有 ・ 無有 。無 有 。無 有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・Q

有 。無 有 。無有 0無 有 ・ 無 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有 00

有 。無 有 。無有 ・ 無 有 ・ 無有 。① 有 。無

特定C考期隣α珀蔵補者若しくはグ覇職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有。① 有・無 有 。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特男:に珀騒の供与の有無

有。① 有 。無 有 。無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別σオl堕V"略α〉有無
有・Q 有 。無 有 。無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有・Q 有。無 有・無 有。無 有・無

肛 コ

有・無

有。無

有・無

有。無

書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

∝菫申D
口 『露定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輌口麒層國嘲提出書類)の提出時においても田載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準縛チェック表 第4表 (次葉)0'吸 ,び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効醐間の更新の申請に当たって:よ 法第5彙第 1項に基づく書類 (役員報酬規程亭協出書類)i=記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



書式第 13号 (法第 44条 051条・58条関係)

エ ツ 5

法人名 特定非営利活動法人アジア・チャイルドケア・リーグ

5 ,次に掲げる:害類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

団 回

先クク欄

0

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

図回自こ関する細剛 網レ蘭凰D等があ利麟舗こ:ム その申剛 網レ麟周D等を添付してくださし、

同  意

□ しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び働 又は居所を記した:謝D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 翻附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を調載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

②l資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する:事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは搬 又はこれらの者α洒己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と」侍殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対す・る

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその割附金の額及疇 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並酬こその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

∝菫中0
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類

あります。

銀劇口田口 田出●0硼 幽 嘲

―

す引四い

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営禾l括動法人アジア・チャイルドケア・ リーグ

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準簿チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェ″欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 羽戎  年  月  日

儀菫中り

・ 法第55彙第1項に基づく響題 (役員欄■規程等提出書類)の例出時に当たつては、日定基準等チェック表 (第 6表及び第31D

は、■■|する必要はありません。

・ 錮定の有効醐間の更新の申睛に当たつては、

…

エツク表 (第 6表及び第3表)の記中の必躙まありません。また、法

第55彙第1項に基づく書類|(役員囀

…

1臓Dに記崚した事項について、改めて記職する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定軟等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

たック相

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7法 令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

わ 廂

O

法令に違反}する事実、偽りその他不正の行為により何ら力
`"騒

:を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ ⑤ ◎ 0 ◎ 申 請 時

有 ・ ⑬ 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無

O… ェック表 (第 7出)Iよ 法第関条第1瑯こ碁づく書類 (役員報■燭轡嘲日州●0の提出喘
=記

"及び添付する必要があります。



書式第 15号 (法第 44条 。51条・ 58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定JF営利活動法人アジア・チャイルドケアロリーグ チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特傷認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
日 禁錮以上の刑に処せられ、そ

`暉
ι行を終わつた日又はそ

`粥
ι行を受けることがなくなつた日から5年を1副Lしな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しく|ま地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等健2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

「

5国 脱| 日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいリツ
′し力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人力潮定を取り消された場合又は特顔粥定特定非営利活動法人が特例粥定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非哨ホ:膳動法人又は当該特伊1認定特定井者

"麟
人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有1無

有。①

特定非増

"慟
懸箇出若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為1等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に販 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有 。(D

つ
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 IrL\.[il\a

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。 しヽ えヽ

書類

添付

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」Lヨ国ヒ11二』整奎]菫目塑鐵目日国菫臼≧型L≧」壼L睦」麹LL菫堕園延堕薔

壁 241壺塑工墜理饉聾饉遅堕盟里国1堕I菫壺理璽聖1圭屋堕≧二重色堕菫 11」饉型堅璽墜塁璽亜憂憂囲E塑壺奎
==ヱ

聾上__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税調明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

Iか 。F薫Ｄ́ 国税に係|る :重カロ朝兇又は地方税に係|る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれ力1こ該当する法人

暴力団 は い ・

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い
0

0

イ

ロ

ハ

ヽ

イ

ロ ヽ


